
北部身体障害者福祉会館とわーくす高津の経費等管理区分について 

 委託点検等 福祉会館 
わーくす 

高津 

１ 

・清掃（床、窓ガラス）委託 

・警備委託 

・消防設備等点検委託 

・エレベーター、小荷物昇降機定期点検委託 

50％ 50％ 

２ 光熱水費（電気・水道・ガス） 50％ 50％

※ 上記以外の保守点検等については、それぞれの施設が行うものとします。 

※ 経費の端数処理について、北部身体障害者福祉会館は１円未満切り捨て、わーくす高

津は１円未満切り上げとします。 

（留意事項） 

 上記以外で発生する問題については、双方の施設が打合せを行い、解決することを基本と

し、調整がつかない場合は、川崎市と協議して定めることとします。 

別紙４


